
２歳未満の子の育児のために時短勤務を行った場合、
収入を補うために時短勤務前の賃金の約10％が給付されます。

給付には以下の要件を満たす必要があります。
（1）2歳未満の子を養育するために時短勤務を行ったこと
（2）以下のA〜Cのいずれかに該当すること
A：時短勤務を開始する前の2年間に、
みなし被保険者期間が12か月以上あること

B：育児休業給付金を受けていた場合、
その育児休業終了後に引き続き育児時短就業をしていること

C：出生時育児休業給付金を受けていた場合、
その出生時育児休業終了後に引き続き育児時短就業をしていること
※令和７年４月１日以降に時短勤務を開始された方となります

子の出生直後の一定期間以内に、
夫婦が育児休業をそれぞれで14日以上取得した場合に、
通常の育児休業給付に「休業開始時賃金の13％相当額」が
上乗せされます。（合計で休業開始時賃金の80％が支給）
（一定期間：男性は子の出生後8週間以内、
女性は産後休業が明けてから8週間以内）

 

ＳＡＴＯ－ＧＲＯＵＰが発信する、知って得する・知らなきゃ損する情報

90号

hssr.sato-group.com

ＳＡＴＯ-ＧＲＯＵＰ

北海道SATO社会保険労務士法人
労務事務指導協会
札幌市東区北５条東８丁目１－３３

ＴＥＬ ０１１（７４２）９２２２
ＦＡＸ ０１１（７４２）３８３３

詳しくは担当者まで
ご連絡下さい！
ご説明いたします。

新しい育休の給付支援が開始します！

本FAXは顧客の皆様と過去に名刺交換頂きました方へ送信しております。不要の方はその旨をご連絡ください。

令和7年4月1日から、
新しく「出生後休業支援給付」と「育児時短就業給付」がスタートする予定です。

「出生後休業支援給付」とは

「育児時短就業給付」とは
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